
証券コード：6245

第99回  定 時 株 主 総 会

招 集 ご 通 知
　

開催日時
　
2023年６月27日（火曜日）午前10時

開催場所
　

奈良県北葛󠄁城郡河合町大字川合101番地の１
当本社
（末尾の株主総会会場のご案内をご参照ください。）

議　　案
　
第１号議案
第２号議案

第３号議案

剰余金の処分の件
取締役（監査等委員である
取締役を除く。）８名選任
の件
監査等委員である取締役１
名選任の件
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・株主総会当日のご来場につきましては、ご自身の体調等をご確認のうえ、ご検討いただきますようお願
い申しあげます。

・事前にインターネット又は書面（郵送）による議決権の事前行使をお願い申しあげます。
・株主総会ご出席の株主様へのお土産は取り止めとさせていただいております。
何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。



証券コード6245
2023年６月６日

株　主　各　位
奈良県北葛󠄁城郡河合町大字川合101番地の１

取締役社長 岡 田 　 薫

第99回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第99回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげま
す。
　当日のご出席に代えて、インターネットまたは同封の議決権行使書のご返送により事前に議決権を
行使いただくことができます。
　なお、議決権の行使につきましては、お手数ながら「株主総会参考書類」をご検討の上、4頁に記
載の「議決権行使についてのご案内」に従って、2023年6月26日（月曜日）午後5時までに議決権
を行使くださいますようお願い申しあげます。

　本株主総会の招集に際しましては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に
ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに「第99回定時株主総会
招集ご通知」として掲載しております。https://www.hirano-tec.co.jp/
（上記Webサイトにアクセスいただき「投資家情報」「株主総会」を順に選択して、「第99回定時株
主総会」欄よりご確認ください。）

　また、上記のほか、東京証券取引所（東証）ウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご
覧ください。
　東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき「銘柄（会社名）」に「ヒラノテクシード」または
「コード」に「6245」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書
類にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

敬　具
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１．日 時 2023年６月27日（火曜日）午前10時
２．場 所 奈良県北葛󠄁城郡河合町大字川合101番地の１　当本社

（末尾の株主総会会場のご案内をご参照ください。）
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １. 第99期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告、連結計算
書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第99期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件

     

記

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申しあげます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前述の各ウェブサイトにその旨、修正前の事項および修
正後の事項を掲載させていただきますのでご了承ください。

◎会社法改正により、電子提供措置事項については前述の各ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認
いただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求をいただいた株主様に限り、書面でお送りす
ることとなりましたが、本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提
供措置事項を記載した書面をお送りいたします。

　なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第15条第２項の規
定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。

　　①　事業報告の「業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要」「業
務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」

　　②　連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
　　③　計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
　従いまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計

監査報告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
◎今後の状況により株主総会の開催・運営予定に大きな変更が生じる場合は、当社ウェブサイト

（https://www.hirano-tec.co.jp/）にてお知らせいたします。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげま
す。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

インターネット等で議決権
を行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

株主総会に
出席される場合

4ページのご案内に従って、
議案に対する賛否をご入力く
ださい。

同封の議決権行使書用紙に議
案に対する賛否をご表示のう
え、切手を貼らずにご投函く
ださい。
議決権行使書面において、議
案に賛否の表示がない場合
は、賛成の意思表示をなされ
たものとして取り扱わせてい
ただきます。

同封の議決権行使書用紙を会
場受付に提出ください。

行使期限 行使期限 開催日時

2023年６月26日（月曜日）
午後５時入力完了分まで

2023年６月26日（月曜日）
午後５時到着分まで

2023年６月27日（火曜日）
午前10時

機関投資家の皆さまへ
株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当該プ
ラットフォームにより議決権を行使いただけます。

※ 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権において、議案に対する賛否の表示がない場合は、
賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

※ インターネット及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使
を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をさ
れた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力す
ることなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

QRコードを用いたログインは1回に限り可能
です。
再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を
行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力
する方法」をご確認ください。

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

※操作画面はイメージです。

新しいパスワードを登録する。3

「新しいパスワード」
を入力

「送信」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９：00～21：00）
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当社普通株式１株につき金 28円 総額 421,994,440円

株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案　剰余金の処分の件
　当社の剰余金の処分につきましては、当期の業績、経営環境等を勘案し、内部留保にも意を用
い、次のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
⑴　配当財産の種類

　金銭といたします。
⑵　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

⑶　剰余金の配当が効力を生じる日
　2023年６月28日

候補者
番　号

氏　　　　　名
（生 年 月 日） 略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

１

再 任
おか

岡
 

　
 

　
 

 
だ

田
 

　
 

　
 

 
 

　
 

　
 

　
 

 
かおる

薫
(1958年９月20日生)

【所有する当社の株式数】
34,443株

【取締役会への出席状況】
18回／18回（100％）

    1981年    3 月 当社入社
    2013年    7 月 設計部部長代理
    2014年    6 月 取締役就任
    2015年    6 月 代表取締役社長就任（現在）

＜重要な兼職の状況＞
株式会社ヒラノＫ＆Ｅ　代表取締役社長
【取締役候補者とした理由】
　岡田薫氏は入社以来、主に設計、生産技術等に携わり、当社における生
産部門での経験と知見が豊富であります。また、取締役として、経営全般
の監督と重要事項の決定を適切に行うとともに、当社の持続的な企業価値
向上の実現のため適切な人材と判断し、引き続き取締役としての選任をお
願いするものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（８名）は、本定時株主総会終結の時をもって
任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名の選任をお
願いいたしたいと存じます。
　なお、監査等委員会から本議案について特段指摘すべき事項はない旨の意見を受けております。
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

氏　　　　　名
（生 年 月 日） 略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

２

再 任
やす

安
 

　
 

　
 

 
い

居
 

　
 

　
 

 
むね

宗
 

　
 

　
 

 
のり

則
(1960年１月８日生)

【所有する当社の株式数】
14,079株

【取締役会への出席状況】
18回／18回（100％）

    1982年    3 月 当社入社
    2007年    4 月 総務部部長代理
    2012年    6 月 取締役就任
    2018年    6 月 常務取締役就任
    2023年    5 月 常務取締役製作・製造支援部門管掌就任（現在）

＜重要な兼職の状況＞
ヒラノ技研工業株式会社　代表取締役社長
【取締役候補者とした理由】
　安居宗則氏は入社以来、主に製造、総務部門に携わり、生産部門と管理
部門の経験があり、研究開発部門では担当役員として、新技術開発を牽引
してまいりました。多岐にわたる分野の責任者として管理能力を有してお
り、今後の当社の持続的な企業価値向上の実現のため適切な人材と判断
し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

３

再 任
かね

金
 

　
 

　
 

 
こ

子
 

　
 

　
 

 
つぎ

二
 

　
 

　
 

 
お

雄
(1961年２月26日生)

【所有する当社の株式数】
16,895株

【取締役会への出席状況】
18回／18回（100％）

    1983年    3 月 当社入社
    2010年    4 月 設計部部長代理
    2013年    6 月 取締役就任
    2023年    5 月 取締役兼執行役員営業部門管掌就任（現在）

【取締役候補者とした理由】
　金子二雄氏は入社以来、主に設計部門を歴任し、営業部門においては責
任者として営業戦略を主導するとともに、新規市場開拓に努め、経営基盤
の安定と収益の向上に貢献してまいりました。今後の当社の持続的な企業
価値向上の実現のため適切な人材と判断し、引き続き取締役としての選任
をお願いするものであります。

４

再 任
おか

岡
 

　
 

　
 

 
だ

田
 

　
 

　
 

 
ふ

富
 

 
 

 
み

美
 

 
 

 
かず

一
(1959年11月11日生)

【所有する当社の株式数】
16,009株

【取締役会への出席状況】
18回／18回（100％）

    1983年    3 月 当社入社
    2012年    10月 製造部部長代理
    2016年    6 月 取締役就任
    2023年    5 月 取締役兼執行役員生産部門管掌就任（現在）

【取締役候補者とした理由】
　岡田富美一氏は入社以来、主に製造部門に携わり、機械加工や生産技術
においてモノづくりの基礎技術の向上に貢献し、管理者としての知識と経
験も有しており、今後の当社の持続的な企業価値向上の実現のため適切な
人材と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものでありま
す。
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候補者
番　号

氏　　　　　名
（生 年 月 日） 略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

５

再 任
はら

原
 

　
 

　
 

 
 

　
 

　
 

　
 

 
まさ

昌
 

　
 

　
 

 
し

史
(1964年８月12日生)

【所有する当社の株式数】
6,588株

【取締役会への出席状況】
18回／18回（100％）

    1989年    4 月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
    2014年    4 月 同行　難波支店長
    2017年    6 月 当社へ出向　総務部部長付
    2018年    4 月 当社入社　総務部部長代理
    2018年    6 月 取締役就任
    2023年    5 月 取締役兼執行役員総務部門管掌就任（現在）

【取締役候補者とした理由】
　原昌史氏は金融機関における豊富な経験から、財務・会計に関する深い
造詣を有しております。2018年6月に取締役に就任し、管理部門全般に
携わりその職責を適切に果たしております。今後の当社の持続的な企業価
値向上の実現のため適切な人材と判断し、引き続き取締役としての選任を
お願いするものであります。

６

再 任
おお

大
 

　
 

　
 

 
もり

森
 

　
 

　
 

 
かつ

克
 

　
 

　
 

 
ひろ

洋
(1965年10月10日生)

【所有する当社の株式数】
12,088株

【取締役会への出席状況】
18回／18回（100％）

    1988年    3 月 当社入社
    2016年    4 月 設計部長
    2018年    6 月 取締役就任
    2023年    5 月 取締役兼執行役員設計・開発部門管掌就任（現在）

【取締役候補者とした理由】
　大森克洋氏は入社以来、主に設計部門に携わるとともに、様々な装置開
発を通じて、当社におけるコーティング技術の向上に貢献してまいりまし
た。2018年6月に取締役に就任し、設計部長としてその職責を適切に果
たしております。今後の当社の持続的な企業価値向上の実現のため適切な
人材と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものでありま
す。
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候補者
番　号

氏　　　　　名
（生 年 月 日） 略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

７

再 任
　

社外取締役候補者
　

独 立 役 員
　

ふじ

藤
 

　
 

　
 

 
もと

本
 

　
 

　
 

 
まん

万
 

 
 

 
た

太
 

 
 

 
ろう

郎
(1953年１月２日生)

【所有する当社の株式数】
1,300株

【取締役会への出席状況】
18回／18回（100％）

    1975年    4 月 新日本理化株式会社入社
    2004年    6 月 同社代表取締役社長
    2020年    6 月 同社代表取締役会長（現在）
    2021年    6 月 当社社外取締役就任（現在）

＜重要な兼職の状況＞
新日本理化株式会社　代表取締役会長
【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
　藤本万太郎氏は、新日本理化株式会社において代表取締役社長、同会長
を歴任し、企業経営に関する幅広い知識と豊富な経験を有しております。
化学業界に関して深い知識を有しており、営業、企画管理部門の業務に長
年携わっております。その経験から経営の監督を行い当社の内部統制の強
化及び持続的な企業価値向上の実現のために客観的な助言・提言が出来、
社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、引き続き選任を
お願いするものであります。なお、同氏の社外取締役に就任してからの年
数は本総会終結の時をもって２年となります。

８

再 任
　

社外取締役候補者
　

独 立 役 員
　

こ

小
 

　
 

　
 

 
にし

西
 

　
 

　
 

 
たか

隆
 

　
 

　
 

 
し

志
(1960年６月17日生)

【所有する当社の株式数】
―株

【取締役会への出席状況】
18回／18回（100％）

    1985年    2 月 東洋炭素株式会社入社
    2016年    3 月 同社代表取締役社長
    2018年    5 月 同社代表取締役社長退任
    2018年    5 月 大和田カーボン工業株式会社代表取締役社長
    2019年    1 月 同社相談役
    2020年    3 月 同社退社

2021年    6 月 当社社外取締役就任（現在）
【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
　小西隆志氏は、東洋炭素株式会社、大和田カーボン工業株式会社にて代
表取締役社長を歴任し、企業経営に関する幅広い知識と豊富な経験を有し
ております。長年技術部門、品質保証部門、製造部門に携わり企業価値向
上に貢献してきました。その経験から経営の監督を行い当社の内部統制の
強化及び持続的な企業価値向上の実現のために客観的な助言・提言が出
来、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、引き続き選
任をお願いするものであります。なお、同氏の社外取締役に就任してから
の年数は本総会終結の時をもって２年となります。
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（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．藤本万太郎氏及び小西隆志氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者でありま

す。
３．藤本万太郎氏及び小西隆志氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の独立性判断基準を満たしてお

り、本総会において両氏の再任が承認された場合、両氏を独立役員として引き続き届け出る予定であります。
４．当社は藤本万太郎氏及び小西隆志氏との間で会社法第427条第１項に基づき、任務を怠ったことによる損害

賠償責任を限定する契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であり
ます。なお、当該契約に基づく責任限度額は、法令が規定する額としております。

５．当社は、会社法第430条の3第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しておりま
す。当該保険契約により被保険者に対して、会社の役員としての業務につき行なった行為又は不作為に起因し
て、保険期間中に株主又は第三者から損害賠償請求された場合に、それによって役員が被る損害につき塡補す
ることとしております。
　当該保険契約の被保険者は当社及び連結子会社の会社法上の取締役及び監査役であり、全ての被保険者につ
いて、その保険料を全額当社が負担しております。
　被保険者の故意による法令違反、犯罪行為に起因して生じた損害等は塡補されないなどの免責事由がありま
す。
　各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は
次回更新時においても同内容での更新を予定しております。なお、当該保険契約は2023年10月に更新される
予定であります。
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氏　　　　　名
（生 年 月 日） 略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

新 任
　

社外取締役候補者
　

独 立 役 員
　

よし

吉　　
だ

田　　
いく

郁　　
こ

子
(1982年10月4日生)

【所有する当社の株式数】
― 株

    2006年    10月 弁護士登録（大阪弁護士会）
    2006年    10月 弁護士法人御堂筋法律事務所入所
    2018年    8 月 弁護士法人経営創輝（現弁護士法人賢誠総合法律事務所）

入所パートナー
    2020年    8 月 エクスリンク法律事務所パートナー就任（現在）
    2022年    8 月 株式会社ドーン社外取締役（監査等委員）就任（現在）

＜重要な兼職の状況＞
　エクスリンク法律事務所　パートナー
　株式会社ドーン社外取締役（監査等委員）
【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
　吉田郁子氏は弁護士として企業法務分野に精通し高度な専門知識と豊富な経験
から、企業の透明性、リスク管理、コーポレートガバナンスの向上に資する客観
的な助言・提言を頂けるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任
をお願いするものであります。
また、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことは
ありませんが、上記の理由から監査等委員である取締役として職務を適切に遂行
できるものと判断しております。

第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件
　監査等委員である取締役辻淳子氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任されますので、その
補欠として監査等委員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、補欠として選任する監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、退任する
監査等委員である取締役の任期の満了する時までとなります。
　また、本議案に関しましてはあらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

（注）１．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．吉田郁子氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。
３．吉田郁子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、本総会において同氏

が監査等委員である取締役に選任された場合には、独立役員として届け出る予定であります。
４．当社は吉田郁子氏が監査等委員である取締役に就任した場合、同氏との間で会社法第427条第１項に

基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該
契約に基づく責任限度額は、法令が規定する額としております。

５．当社は、会社法第430条の3第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して
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おります。当該保険契約により被保険者に対して、会社の役員としての業務につき行なった行為又は不
作為に起因して、保険期間中に株主又は第三者から損害賠償請求された場合に、それによって役員が被
る損害につき塡補することとしております。
　当該保険契約の被保険者は当社及び連結子会社の会社法上の取締役及び監査役であり、全ての被保険
者について、その保険料を全額当社が負担しております。
　被保険者の故意による法令違反、犯罪行為に起因して生じた損害等は塡補されないなどの免責事由が
あります。
　候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。なお、当該保険契約
は2023年10月に更新される予定であります。

6．吉田郁子氏の戸籍上の氏名は寺村郁子であります。
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氏名 地位 独立
専門性、経験

企業
経営 営業 財務

会計
開発
製造 法務 国際性

岡 田 　 薫 取締役社長
（代表取締役） 〇 〇 〇

安 居 　宗 則 常務取締役 〇 〇 〇

金 子 　二 雄 取締役 〇 〇

岡田　富美一 取締役 〇 〇

原 　 昌 史 取締役 〇 〇

大 森 　克 洋 取締役 〇 〇

藤本　万太郎 社外取締役 ● 〇 〇

小 西 　隆 志 社外取締役 ● 〇 〇

田 澤 　憲 二 取締役
（常勤監査等委員） 〇 〇

髙 谷 　和 光 社外取締役
（監査等委員） ● 〇

吉 田 　郁 子 社外取締役
（監査等委員） ● 〇

＜ご参考＞
本株主総会における第２号議案及び第３号議案をご承認いただけた場合の当社経営体制におけるスキ
ルマトリックスは、以下のとおりであります。

（注）上記は各候補者の有する全ての専門性・知見を示すものではありません。

以　上
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(2022年４月 1 日から
2023年３月31日まで)
事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況に関する事項
⑴　事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症対策の各種規制が緩和さ
れ、経済活動の正常化が進み景気停滞から持ち直す動きとなりましたが、ロシアによるウクライ
ナ侵攻の長期化に伴う資源価格の高騰は依然継続しております。また、欧米諸国でのインフレ抑
制のための政策金利引上げによる、急激な為替相場の変動などは、景気回復基調を鈍化させまし
た。

世界経済も米国などでは経済は回復傾向で推移いたしましたが、急激なインフレ傾向になり、
欧州においてもエネルギー輸入制限等が経済活動の制約になりました。このほか、銀行の破綻な
ど欧米の金融システム不安もあり、景気下振れリスクは依然として存在しており、不透明な状況
であります。

中国のゼロコロナ政策が年末に解除となり、停滞していたサプライチェーンの再稼働や、産業
資材等の供給不足、価格高騰の緩和が期待されましたが、解消は限定的となり、厳しい状況が続
いております。

当社グループにおきましては、昨年に引き続き「今から１００年継続できる会社にしよう」の
スローガンのもと新年度をスタートいたしました。

その結果、当連結会計年度の売上高は42,423百万円（前期比12.0％増）となり、利益面では
営業利益は3,093百万円（前期比22.4％減）、経常利益は3,219百万円（前期比21.9％減）、
親会社株主に帰属する当期純利益は2,243百万円（前期比27.7％減）となりました。

電装品を中心とする産業資材の不足は徐々に解消しつつあるものの、依然として納期の長期化
や価格の高止まりが続いております。このため、生産性の低下、産業資材や人件費の高騰等の影
響が生じ利益率が低下しておりますが、部品・装置の共通化による利益率の改善に取り組んでお
ります。

受注につきましては、顧客の中長期にわたる設備投資計画を背景に、電気自動車関連市場及び
電子部材関連市場等を中心に高水準に推移しましたが、一部において、市場ニーズの変化よる仕
向地や納入時期の見直し等が発生する場面も見られ、調達部材の型式変更や納期の変更、生産工
程の再調整や生産ライン確保なども、生産性低下への要因となりました。また、顧客の生産計画
変更により設備投資が見直され第１四半期において受注がありました１件がキャンセルとなって
おります。なお、当該キャンセルについては、発生費用は回収しており、損益に与える影響は軽
微であります。

当連結会計年度における受注高は53,494百万円（前期比26.3％減）、受注残高は79,906百
万円（前期末比16.1％増）となりました。

　セグメントの業績は、次のとおりであります。
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製品区分 売上高（千円） 受注高（千円）

塗 工 機 関 連 機 器 31,179,211 46,503,222

化 工 機 関 連 機 器 9,774,178 4,757,080

そ の 他 1,470,470 2,233,810

計 42,423,860 53,494,113

塗工機関連機器
当セグメントは、二次電池向け電極塗工装置を中心に推移いたしました。
その結果、売上高は31,179百万円（前期比17.5％増）、うち国内は2,327百万円（前期比

5.6％減）、輸出は28,851百万円（前期比19.9％増）となりました。また、セグメント利益は
1,985百万円（前期比29.0％減）となりました。

受注残高につきましては68,912百万円（前期末比28.6％増）、うち国内は1,534百万円（前
期末比45.0％減）、輸出は67,378百万円（前期末比32.6％増）となりました。

化工機関連機器
当セグメントは、成膜装置を中心に推移いたしました。
その結果、売上高は9,774百万円（前期比2.2％減）、うち国内は3,363百万円（前期比

24.7％増）、輸出は6,410百万円（前期比12.2％減）となりました。また、セグメント利益は
2,069百万円（前期比6.3％増）となりました。

受注残高につきましては9,750百万円（前期末比34.0％減）、うち国内は5,047百万円（前期
末比1.6％減）、輸出は4,703百万円（前期末比51.2％減）となりました。

その他
当セグメントは、染色整理機械装置、各種機器の部品の製造及び修理・改造等を行っており、

売上高は1,470百万円（前期比10.2％増）となり、セグメント利益は82百万円（前期比59.8％
減）となりました。

受注残高につきましては、1,242百万円（前期末比159.2％増）となりました。

企業集団の製品区分別売上高及び受注高

⑵　設備投資の状況
　当連結会計年度においては、特に大口の設備投資をしておりません。

⑶　資金調達の状況
　当連結会計年度において、運転資金として、金融機関より短期借入金10,100百万円の調達を
行いました。

⑷　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　当連結会計年度において重要な該当事項はありません。
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⑸　対処すべき課題
①　当社グループが製造販売する産業用機械業界の業績は消費マインドの低下などの金融動向

だけでなく、テロなどの国際情勢においても左右されます。
　ウィズコロナを前提とした経済活動の正常化が期待されますが、世界的な物価の高止ま
り、産業資材の供給不安に加えて、金融資本市場の変動リスクなど、景気の下振れ懸念は払
拭できない状況であります。
　このような状況の中、注力分野であるエネルギー関連分野を中心として積極的な営業展開
と生産性の向上による短納期対応に邁進いたします。また、新市場開拓をグローバルに行い
様々なリスクの回避に努めてまいります。

②　市場のニーズが急速に変化する環境であり、新技術の開発を積極的に推し進め、更なる企
業価値向上を目指します。高速生産及び高性能化のニーズが高まっており、高クリーン・超
薄膜コーティング技術を軸に新技術の開発を行ってまいります。

③　当社グループの製品は他社にはない独自の技術のもとに成り立っており、その実現には特
殊な素材や部材を数多く用いています。それらを含めた鋼材・部材等で製造原価の約6割を
外部からの購入に依存しております。価格の高騰や市場ニーズの高まりによる資材不足等が
発生した場合には製造原価並びに工程に重大な影響を及ぼす可能性があります。
　現在、活況な受注環境ではありますが、鋼材高及び資材不足のリスクは高まっておりま
す。このような状況のなか、工程管理に注視した資材の早期発注並びにコスト管理及び生産
性向上に努めてまいります。

④　当社グループは多岐にわたる市場に技術を提供しており、設備の更新並びに増設の頻度は
様々であります。数年から数十年にわたり利用される製品ゆえに、継続的な固有の技術から
その時代に応じた新技術が求められます。
　高まる顧客ニーズに対応するためには次代を担う優秀な人材の育成、固有技術の確実な継
承と新技術の開発力の強化が必須であると考えておりＯＪＴや研修等による育成を実施して
参ります。一方で、少子高齢化、価値観の多様化などにより、専門性を有した人材の獲得競
争が激化しております。ワーク・ライフ・バランスの実現など従業員がその能力を十分に発
揮することができる環境を整備しつつ、積極的かつ継続的に人材採用を行ってまいります。
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区 分 第96期
(2019年度)

第97期
(2020年度)

第98期
(2021年度)

第99期
(当連結会計年度)

(2022年度)
売 上 高(千円) 31,682,031 25,800,869 37,866,565 42,423,860

経 常 利 益(千円) 3,773,803 2,661,803 4,122,096 3,219,857

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益(千円) 2,351,754 1,785,879 3,103,533 2,243,129

１株当たり当期純利益 (円) 156.29 118.63 206.07 148.87

総 資 産(千円) 42,208,430 42,699,008 50,461,942 60,522,418

純 資 産(千円) 29,325,225 31,054,087 34,463,574 35,997,103

１株当たり純資産額 (円) 1,948.55 2,062.35 2,287.99 2,388.46

⑹　財産及び損益の状況
①　企業集団の財産及び損益の状況の推移

（注）１. １株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中の平均発行済株式総数に基づき算出しておりま
す。

２. 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第98期の期首から
適用しており、第98期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指
標等となっております。

－ 16 －



区 分 第96期
(2019年度)

第97期
(2020年度)

第98期
(2021年度)

第99期
(当事業年度)
(2022年度)

売 上 高(千円) 28,524,339 22,835,640 35,513,431 41,093,678

経 常 利 益(千円) 2,856,265 2,310,242 3,606,581 3,060,724

当 期 純 利 益(千円) 1,843,506 1,648,707 2,819,879 2,182,386

１株当たり当期純利益 (円) 122.51 109.52 187.24 144.84

総 資 産(千円) 33,261,004 32,421,678 40,445,154 50,892,575

純 資 産(千円) 20,733,014 22,261,519 25,202,388 26,670,587

１株当たり純資産額 (円) 1,377.63 1,478.42 1,673.15 1,769.64

②　当社の財産及び損益の状況の推移

（注）１. １株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中の平均発行済株式総数に基づき算出しておりま
す。

２. 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第98期の期首から
適用しており、第98期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指
標等となっております。

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 な 事 業 内 容

ヒラノ技研工業株式会社 50,000千円 100％ 産業用機械器具製造

株 式 会 社 ヒ ラ ノ Ｋ ＆ Ｅ 30,000 100 真空装置等製造及び繊維機械等部品製造

⑺　重要な子会社の状況
①　重要な子会社の状況

②　特定完全子会社の状況
　該当事項はありません。
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塗工機関連機器 各種コーティング、ラミネーティング装置並びにこれらに付随する乾燥熱
処理装置及びライン制御装置

化工機関連機器 各種成膜装置、不織布・高機能繊維製造装置、フラットパネル塗布乾燥装
置、並びにこれらに付随する乾燥・熱処理装置及びライン制御装置

そ の 他 染色整理機械装置、各種機器の部品の製造及び修理・改造等

⑻　主要な事業内容（2023年３月31日現在）
　当社グループの主要な事業内容は以下のとおりであります。

本社及び工場 （奈良県北葛󠄁城郡河合町）
木津川工場 （京都府木津川市）
東京支店 （東京都千代田区）

⑼　主要な事業所及び工場の状況（2023年３月31日現在）

会 社 名 所 在 地

ヒ ラ ノ 技 研 工 業 株 式 会 社 奈良県橿原市

株 式 会 社 ヒ ラ ノ Ｋ ＆ Ｅ 奈良県北葛󠄁城郡河合町

⑽　重要な子会社の事業所等（2023年３月31日現在）
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区 分 従 業 員 数

塗 工 機 関 連 機 器 59名

化 工 機 関 連 機 器 105

そ の 他 23

全 社 （ 共 通 ） 207

合 計 394

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

300名 8名増 38.8歳 14.4年

⑾　従業員の状況（2023年３月31日現在）
①　企業集団の従業員の状況

②　当社の従業員の状況

（注）１. 従業員数は就業人員であります。
２. 従業員数には当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含んでおります。
３. 従業員数には臨時従業員（パートタイマー・アルバイト）は含んでおりません。

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 3,792,000千円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 3,133,400

株 式 会 社 南 都 銀 行 1,304,600

株 式 会 社 紀 陽 銀 行 974,800

株 式 会 社 三 十 三 銀 行 974,800

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 804,600

⑿　主要な借入先及び借入額（2023年３月31日現在）

（注）2023年３月31日現在の借入残高が、１億円以上の金融機関を記載しております。
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⑴　発行可能株式総数 50,000,000株
⑵　発行済株式総数 15,394,379株
⑶　株主数 3,065名

株 主 名
当 社 へ の 出 資 状 況

持株数（千株） 持株比率（％）

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 1,450 9.62

伊 藤 忠 商 事 株 式 会 社 1,450 9.62

ヒ ラ ノ 会 1,347 8.94

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 737 4.89

株 式 会 社 り そ な 銀 行 731 4.85

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 531 3.53

立 花 証 券 株 式 会 社 456 3.03

ＰＥＲＳＨＩＮＧ－ＤＩＶ．　ＯＦ　ＤＬＪ　ＳＥＣＳ．　ＣＯＲＰ． 406 2.70

Ｇ Ｏ Ｌ Ｄ Ｍ Ａ Ｎ ， Ｓ Ａ Ｃ Ｈ Ｓ 　 ＆ 　 Ｃ Ｏ ． Ｒ Ｅ Ｇ 364 2.42

ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＣＬＩＥＮＴ　ＯＭＮＩＢＵＳ　ＯＭ０４ 355 2.36

２．会社の株式に関する事項（2023年３月31日現在）

⑷　大株主の状況（上位10名）

（注）１. 上記の他、自己株式323,149株を保有しております。
２. 持株比率は自己株式数を控除して計算しております。
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株　式　数 交付対象者数
取 締 役
（ 監 査 等 委 員 を 除 く ） 8,490株 ６名

⑸　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告27頁「４．(6)役員報酬等の内容の決定
に関する方針等」に記載しております。

３．会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代 表 取 締 役
取 締 役 社 長 岡 田 　 薫 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ　代表取締役社長

常 務 取 締 役 安 居 宗 則 総務・製造担当兼品質保証部長
ヒラノ技研工業株式会社　代表取締役社長

取 締 役 金 子 二 雄 機械部長

取 締 役 岡 　 田 　 富 美 一 製造部長

取 締 役 原 　 昌 史 総務部長

取 締 役 大 森 克 洋 設計部長

取 締 役 藤 　 本 　 万 太 郎 新日本理化株式会社　代表取締役会長
ＪＦＥコンテイナー株式会社　社外取締役

取 締 役 小 西 隆 志

取 締 役
（常勤監査等委員） 田 澤 憲 二

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 髙 谷 和 光 ネクサス監査法人　代表社員

日本ピラー工業株式会社　社外取締役（監査等委員）
取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 辻 　 淳 子 辻法律特許事務所　代表

４．会社の役員に関する事項
⑴　取締役に関する事項（2023年３月31日現在）

（注）１. 取締役藤本万太郎氏及び小西隆志氏は、「会社法第２条第15号」に定める社外取締役であります。
         ２. 取締役（監査等委員）髙谷和光氏及び辻淳子氏は、「会社法第２条第15号」に定める社外取締役で

あります。
３. 当社は、監査等委員会の監査・監督機能を強化し、業務執行取締役からの情報収集及び重要な社内会

議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員との十分な連携を可能にするため、田澤憲二氏
を常勤の監査等委員として選定しております。

４. 取締役（監査等委員）髙谷和光氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程
度の知見を有するものであります。

５. 取締役（監査等委員）辻淳子氏は、弁護士・弁理士としての高度な専門知識と各種専門機関の委員を
歴任するなど豊富な経験を有するものであります。

６. 当社は、取締役藤本万太郎氏及び小西隆志氏並びに取締役（監査等委員）髙谷和光氏及び辻淳子氏を
東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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会 社 に お け る 地 位 氏 名 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役 藤 　 本 　 万 太 郎 新日本理化株式会社　代表取締役会長
ＪＦＥコンテイナー株式会社　社外取締役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 髙 谷 和 光 ネクサス監査法人　代表社員

日本ピラー工業株式会社　社外取締役（監査等委員）
取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 辻 　 淳 子 辻法律特許事務所　代表

⑵　責任限定契約の内容の概要
　当社は、会社法第427条第１項に基づき、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）と
の間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。ただし、当
該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

⑶　役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締
結しております。当該保険契約により被保険者に対して、会社の役員としての業務につき行なっ
た行為又は不作為に起因して、保険期間中に株主又は第三者から損害賠償請求された場合に、そ
れによって役員が被る損害につき塡補することとしております。
　当該保険契約の被保険者は当社及び連結子会社の会社法上の取締役及び監査役等であり、全て
の被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
　被保険者の故意による法令違反、犯罪行為に起因して生じた損害等は塡補されないなどの免責
事由があります。

⑷　社外役員に関する事項
①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

（注）１. 全ての兼職先と当社の間には特別な利害関係はありません。
         ２. 取締役藤本万太郎氏は、2023年4月1日付でＪＦＥコンテイナー株式会社社外取締役を辞任しており

ます。
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会 社 に お け る 地 位 氏 名
出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び

社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 藤 　 本 　 万 太 郎

当事業年度開催の取締役会18回の全てに出席いたしまし
た。営業、企画管理部門の業務に長年携わり、企業経営者
としても豊富な経験を有していることから、主に企業経営
に関する見地から、経営の監督を行い当社の内部統制の強
化及び持続的な企業価値向上の実現のために、経営の透明
性、コーポレートガバナンスの向上に資する客観的な助
言・提言を行っております。また、取締役会の意思決定の
妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。

取 締 役 小 西 隆 志

当事業年度開催の取締役会18回の全てに出席いたしまし
た。長年技術部門、品質保証部門、製造部門に携わり、企
業経営者としても豊富な経験を有することから、主に企業
経営に関する見地から、経営の監督を行い当社の内部統制
の強化及び持続的な企業価値向上の実現のために、経営の
透明性、コーポレートガバナンスの向上に資する客観的な
助言・提言を行っております。また、取締役会の意思決定
の妥当性・適正性を確保するための発言を行っておりま
す。

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 髙 谷 和 光

当事業年度開催の取締役会18回のうち17回に出席し、ま
た、当事業年度開催の監査等委員会14回の全てに出席し、
主に公認会計士としての見地から、経営の透明性、コーポ
レートガバナンスの向上に資する客観的な助言・提言を行
っております。また、取締役会の意思決定の妥当性・適正
性を確保するための発言を行っております。

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 辻 　 淳 子

当事業年度開催の取締役会18回のうち17回に出席し、ま
た、当事業年度開催の監査等委員会14回の全てに出席し、
主に弁護士・弁理士としての見地から、経営の透明性、コ
ーポレートガバナンスの向上に資する客観的な助言・提言
を行っております。また、取締役会の意思決定の妥当性・
適正性を確保するための発言を行っております。

②　当事業年度における主な活動状況
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役　員　区　分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額
（千円） 対 象 と な る

役 員 の 員 数
（名）固 定 報 酬 譲 渡 制 限 付

株 式 報 酬
取締役（監査等委員を除く）

（うち社外取締役）
112,281
(7,506)

96,096
(7,506)

16,185
（－)

8
（2）

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

23,813
(7,506)

23,813
(7,506)

－
(－)

3
（2）

合計
（うち社外取締役）

136,094
(15,012)

119,909
(15,012)

16,185
（－)

11
（4）

⑸　取締役の報酬等の総額

（注）１. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２. 取締役（監査等委員を除く）の報酬額は2019年６月26日開催の第95回定時株主総会において年額

120,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない）と決議いただいております。当該株主総会終
結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は、６名です。また、この報酬限度額とは別枠で、
2019年６月26日開催の第95回定時株主総会において、取締役（監査等委員を除く）に対する譲渡
制限付株式の付与のための報酬額は年額40,000千円以内、普通株式の総数は年50,000株以内と決議
いただいております。

３. 取締役（監査等委員）の報酬額は2019年６月26日開催の第95回定時株主総会において年額40,000
千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は、３名
です。

４. 当社は、2019年６月26日開催の第95回定時株主総会終結の時をもって取締役（監査等委員を除
く）及び取締役（監査等委員）の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任す
る取締役（監査等委員を除く）及び取締役（監査等委員）に対しては、役員退職慰労金廃止までの在
任期間に対する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いただいております。
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⑹　役員報酬等の内容の決定に関する方針等
　当社は、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針（以下「決定方針」という。）を任意の指名・
報酬委員会の答申に基づき当社取締役会にて定めております。
　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

１．基本方針
　当社の取締役の報酬は、固定報酬として「月例の基本報酬」及び「株式報酬」により構成されておりま
す。取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された上限の範囲内において決定してお
ります。報酬の基本方針として、株主の負託に応えるべく、役員の業績向上への意欲を高め、中長期的な企
業価値向上に寄与する報酬体系としております。社外取締役の報酬については、職責に照らしその独立性を
重視する観点から、固定報酬としての月例の基本報酬のみとしております。

２．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決
定に関する方針を含む。）
　当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬としております。固定報酬は役位、職責、在任年数に応じて他
社水準、従業員給与の水準、当社の業績等を考慮して決定しております。

３．非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の
決定に関する方針を含む。）
　当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を
進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており月例の固定報酬に付与係数を用いて決定
し、毎年一定の時期に支給することとしております。

４．金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
　業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する
企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容
を決定することとしております。

５．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
　月例の基本報酬、譲渡制限付株式報酬の各取締役への個人の配分については、取締役会決議に基づき、委
員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会において、個人別の配分方針等について審議し代
表取締役に答申しております。具体的な金額については、その答申内容を充分考慮し取締役会より一任され
た代表取締役社長岡田薫氏が役員報酬規程に従って評価配分額を決定しております。
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　なお、代表取締役社長に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当
社グループにおいて最も熟知し、総合的に各取締役の報酬等の内容を決定できると判断したためであり、取
締役会において決議した方針に従って、恣意的な決定はなされず権限が適切に行使されております。
　取締役会において決議した方針に従って各取締役の個人別の報酬等の内容を決定している旨を、代表取締
役社長が取締役会にて表明しているため、取締役会も基本的にその表明を尊重し決定方針に沿うものである
と判断しております。
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①　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 27,500千円

②　当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 33,800千円

５．会計監査人の状況
⑴　会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

⑵　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）１. 会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査
役等の実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報
告を受けたうえで監査計画の内容、会計監査の職務執行状況の相当性、報酬見積りの算出根拠・
算定内容について確認し、その適切性・妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会
社法第399条第１項の同意を行っております。

２. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監
査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないことから、上記①の金額
は、これらの合計額を記載しております。

⑶　非監査業務内容
　当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）であ
る以下の業務を委託しております。
　 内部監査の整備及び運用助言・指導

⑷　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　当社では、会社法第340条第１項各号に該当すると判断したときは、監査等委員全員の同意に
基づき監査等委員会が会計監査人を解任する方針です。
　また、そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は
監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査等
委員会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

（注）本事業報告に記載の金額及び株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表

科 目 金 額 科 目 金 額
【 資 産 の 部 】

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受取手形、売掛金及び契約資産
電 子 記 録 債 権
有 価 証 券
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 渡 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他
無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定
電 話 加 入 権
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他　

48,158,505
11,744,679
27,309,645

419,661
2,299,889

311,393
335,991

3,499,729
2,303,688
△ 66,174
12,363,912
7,408,703
4,239,543

865,404
2,099,292

5,414
23,509

175,538
672,204
514,263
156,418

516
1,006

4,283,004
3,630,312

62,995
170,917
418,779　

【 負 債 の 部 】
流 動 負 債 23,428,508

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 3,442,662
電 子 記 録 債 務 4,735,159
短 期 借 入 金 10,100,000
1年内返済予定の長期借入金 508,416
リ ー ス 債 務 2,491
未 払 金 1,848,234
未 払 費 用 159,030
未 払 法 人 税 等 91,766
前 受 金 1,911,118
賞 与 引 当 金 260,420
製 品 保 証 引 当 金 35,677
そ の 他 333,531

固 定 負 債 1,096,806
長 期 借 入 金 493,300
リ ー ス 債 務 2,923
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 67,120
退 職 給 付 に 係 る 負 債 452,112
資 産 除 去 債 務 16,453
長 期 未 払 金 64,897

負 債 合 計 24,525,314
【 純 資 産 の 部 】

株 主 資 本 34,930,403
資 本 金 1,847,821
資 本 剰 余 金 1,359,730
利 益 剰 余 金 32,099,353
自 己 株 式 △ 376,502

その他の包括利益累計額 1,066,700
その他有価証券評価差額金 1,124,666
退職給付に係る調整累計額 △ 57,966

純 資 産 合 計 35,997,103
資 産 合 計 60,522,418 負 債 ・ 純 資 産 合 計 60,522,418

（2023年３月31日現在）
（単位：千円）
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連 結 損 益 計 算 書

(2022年４月 1 日から
2023年３月31日まで)

科 目 金 額

売 上 高 42,423,860

売 上 原 価 35,744,717

売 上 総 利 益 6,679,143

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,585,405

営 業 利 益 3,093,738

営 業 外 収 益

受 取 利 息 4,133

受 取 配 当 金 86,833

そ の 他 74,278 165,244

営 業 外 費 用

支 払 利 息 27,893

そ の 他 11,232 39,125

経 常 利 益 3,219,857

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 625 625

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,219,232

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 868,516

法 人 税 等 調 整 額 107,586 976,102

当 期 純 利 益 2,243,129

親 会社株主に帰属する当期純利益 2,243,129

（単位：千円）
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貸 借 対 照 表

科 目 金 額 科 目 金 額
【 資 産 の 部 】
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
契 約 資 産
有 価 証 券
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 渡 金
前 払 費 用
未 収 消 費 税 等
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
長 期 前 払 費 用
団 体 生 命 保 険
繰 延 税 金 資 産
そ の 他　

39,802,316
6,153,372

4,737
353,295

1,647,356
25,277,122

299,905
266,864
300,081

3,676,512
66,393

1,732,110
90,563

△ 66,000
11,090,258
6,726,572
3,495,550

258,912
796,157

9,279
161,058

1,977,640
5,414

22,559
509,766
500,948

8,090
728

3,853,919
3,264,528

125,100
250

57,713
213,478
26,384

166,465　

【 負 債 の 部 】
流 動 負 債 23,301,328

電 子 記 録 債 務 4,932,527
買 掛 金 3,595,598
短 期 借 入 金 10,100,000
１年内返済予定の長期借入金 481,760
リ ー ス 債 務 2,491
未 払 金 1,695,791
未 払 費 用 141,452
未 払 法 人 税 等 91,573
前 受 金 1,707,130
預 り 金 64,814
賞 与 引 当 金 199,900
製 品 保 証 引 当 金 30,300
営 業 外 電 子 記 録 債 務 257,988

固 定 負 債 920,659
長 期 借 入 金 444,940
リ ー ス 債 務 2,923
退 職 給 付 引 当 金 391,445
資 産 除 去 債 務 16,453
長 期 未 払 金 64,897

負 債 合 計 24,221,987
【 純 資 産 の 部 】

株 主 資 本 25,520,742
資 本 金 1,847,821
資 本 剰 余 金 1,359,662

資 本 準 備 金 1,339,654
そ の 他 資 本 剰 余 金 20,007

利 益 剰 余 金 22,689,760
利 益 準 備 金 253,551
そ の 他 利 益 剰 余 金 22,436,209

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 66,375
別 途 積 立 金 3,330,000
繰 越 利 益 剰 余 金 19,039,834

自 己 株 式 △376,502
評 価 ・ 換 算 差 額 等 1,149,845

その他有価証券評価差額金 1,149,845
純 資 産 合 計 26,670,587

資 産 合 計 50,892,575 負 債 ・ 純 資 産 合 計 50,892,575

（2023年３月31日現在）
（単位：千円）
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損 益 計 算 書

(2022年４月 1 日から
2023年３月31日まで)

科 目 金 額

売 上 高 41,093,678

売 上 原 価 35,029,225

売 上 総 利 益 6,064,452

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,248,002

営 業 利 益 2,816,450

営 業 外 収 益

受 取 利 息 24

有 価 証 券 利 息 3,618

受 取 配 当 金 212,659

そ の 他 70,711 287,014

営 業 外 費 用

支 払 利 息 33,623

そ の 他 9,116 42,739

経 常 利 益 3,060,724

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 625 625

税 引 前 当 期 純 利 益 3,060,099

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 795,000

法 人 税 等 調 整 額 82,713 877,713

当 期 純 利 益 2,182,386

（単位：千円）
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独立監査人の監査報告書

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 千 﨑 育 利
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 髙 見 勝 文

2023年５月12日
株式会社ヒラノテクシード

取 締 役 会 　 御 中
有限責任監査法人トーマツ
　　　大　阪　事　務　所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ヒラノテクシードの2022年4
月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、株式会社ヒラノテクシード及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算
書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結
子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本
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その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセ
スの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、
当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に
おいて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要
な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重
要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合
には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結
計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運
用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任が
ある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により
発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与え
ると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま
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た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場
合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の
表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する
十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督
及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められている
その他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因
を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。

以　上
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独立監査人の監査報告書

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 千 﨑 育 利
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 髙 見 勝 文

2023年５月12日
株式会社ヒラノテクシード

取 締 役 会 　 御 中
有限責任監査法人トーマツ
　　　大　阪　事　務　所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ヒラノテクシードの
2022年4月1日から2023年3月31日までの第99期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類
等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

会計監査人の監査報告書謄本
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その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備
及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があ
るかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候
があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類
等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から
計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が
あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
監査に関連する内部統制を検討する。
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・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関
して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実
性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及
び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又
は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。

以　上
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監 査 報 告 書
　
　当監査等委員会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第99期事業年度における取
締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたし
ます。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締
役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について
取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じ
て説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①　監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に

従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からそ
の職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を
閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会
社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応
じて子会社から事業の報告を受けました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するた
めの体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（2021年11月16日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に
応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連
結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表）について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告書謄本
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、
指摘すべき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年５月31日
株式会社ヒラノテクシード

監査等委員会
常勤監査等委員 田 澤 憲 二 ㊞
監査等委員 髙 谷 和 光 ㊞
監査等委員 辻 　 淳 子 ㊞

（注）監査等委員 髙谷和光、辻淳子は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に定める社外取締役であ
ります。
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株 主 総 会 会 場 の ご 案 内

会場 奈良県北葛󠄁城郡河合町大字川合101番地の１　当本社
電話(0745) 57－0681

最寄駅　　ＪＲ大和路線　法隆寺駅下車
なお、当日法隆寺駅南口に午前9:30分発の当社専用マイクロ
バスをご用意いたしますのでご利用ください。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

この冊子は、環境に配慮し、
植物油インキを使用してい
ます。
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上記の事項につきましては、法令及び定款の定めに基づき、書面交付請求をいただいた株主様に
対して交付する書面には記載しておりません。

第99回定時株主総会資料
（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく
書面交付請求による交付書面に記載しない事項）

会社の体制及び方針

Ⅰ．業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要

Ⅱ．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

連結株主資本等変動計算書

連　結　注　記　表

株主資本等変動計算書

個　別　注　記　表
第99期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）



会社の体制及び方針
Ⅰ．業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要

当社は2023年4月24日開催の取締役会において、執行役員制度の導入を決議しそれに伴い、
内部統制システム構築の基本方針の一部を改訂しております。（執行役員を重要な使⽤⼈とし
て追記。）

⑴　取締役、執行役員及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①　当社グループの取締役、執行役員（本基本方針において「執行役員」といい、重要な使⽤
⼈にあたるものとする。）及び使⽤⼈が法令遵守、定款遵守、公正性及び倫理性を持ち行動
するためのコンプライアンス体制に係る指針としてコンプライアンス行動規範を定め、周知
の上、徹底を図ることで、当社グループでのコンプライアンス体制を実現する。

②　取締役社長は、コンプライアンスを経営の基本方針の１つとしてコンプライアンス体制の
整備、維持及び向上に努める

③　内部通報制度を整備し、通報者の保護を図るとともに、不正行為の早期発見と是正に努め
る。

④　内部統制システムの運⽤状況を保証する取り組みとして内部監査室及び内部統制委員会に
よる各部門、子会社における業務の遂行及びコンプライアンス状況等について監査を実施
し、取締役社長にその結果の報告を行う。

⑤　取締役会の監督機能を強化するために独立した立場である社外取締役を選任する。

⑵　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務執行に係る情報は、稟議規程、文書管理規程及び内部情報管理規程に定めるとこ
ろにより、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理する。
　また、取締役及び監査等委員は、必要に応じ情報の記録を閲覧することができる。

⑶　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①　当社グループに関連する様々なリスクに対応するために、グループ社長会、取締役会及び
経営会議において経営戦略リスクの確認と対応評価を実施する。

②　各部門固有のリスクについてはそれぞれの担当部署が関連部署と連携し、必要な規定、規
則・ガイドラインの制定、マニュアルの作成・配布等を行い、体制整備を実施する。

③　新たに生じたリスクについては、取締役会においてすみやかに対応責任者となる取締役を
定め対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。
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④　グループを含めた「内部統制委員会」を編成し、自己評価と内部監査を実施することによ
り財務報告の適正性を確保する。

⑷　当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①　職務権限、意思決定ルールを職務分掌規程に定める。
②　定時取締役会を月１回、また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関して意思決
定及び取締役の職務執行の管理、監督を行う。

③　取締役会による経営計画、予算の策定及び月次、四半期予実管理を実施する。
④　取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名・報酬に関す
る手続きの透明性・客観性を強化する。

⑸　当該株式会社及びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①　当社グループが相互に協力し、ともに繁栄を図るために必要な事項及び関連会社に対する
管理、指導を行う。

②　グループ会社の経営状況は、社長会で管理し、進捗状況等を取締役会で報告する。
③　グループ全体の監視及び監査を適正に行い、当社グループの連結経営に対応するために、
会計監査⼈及びグループ会社の監査役との連携を図る。

④　グループ会社の内部統制システム構築に努め、必要な指導及び支援を実施する。

⑹　監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項並びに当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性及び当該使
用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
　監査等委員会がその職務を補助すべき使⽤⼈を置くこととし、当該使⽤⼈は監査等委員会の指
揮命令下に置くものとする。
　また、当該使⽤⼈の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性を求めた場合、監
査等委員会規則の定めにより、監査等委員会は監査等委員でない取締役に要請し、その意見を尊
重する。
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⑺　取締役（監査等委員である取締役を除く）、執行役員及び使用人が監査等委員会に報告をする
ための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
①　監査等委員である取締役は、取締役会及びその他重要な会議に参画し、随時、報告を求め
る。

②　監査等委員である取締役は、職務執行に必要と判断した事項について、随時、当社グルー
プの取締役、執行役員及び使⽤⼈に報告を求めることができる。また、議事録等の情報の記
録を閲覧できる。

③　当社グループの取締役、執行役員及び使⽤⼈は、重大な法令違反、定款違反及び会社に著
しい損害を及ぼす恐れのある事実を知った場合は、速やかにその事実を監査等委員会に報告
する。

④　内部監査室は、定期的に監査等委員会に対し、当社グループにおける内部監査の結果その
他活動状況の報告を行う。

⑤　当社は前号に従い監査等委員会への報告を行った当社及び当社グループの取締役、執行役
員及び使⽤⼈に対して、不利益な扱いを行うことを禁じる。

⑻　監査等委員である取締役の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る）につ
いて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
　監査等委員である取締役がその職務の執行について生ずる費⽤の前払い等の請求をしたとき
は、担当部門において審議のうえ、監査等委員である取締役の職務の執行に必要でないと認めら
れた場合を除き速やかに当該費⽤又は債務を処理する。

⑼　その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①　監査等委員である取締役は、取締役社長と定期的な会合を通じて、監査上の重要な事実等
について意見交換を行う。

②　監査等委員である取締役は、内部統制委員会及びグループ会社監査役との連携を図り、必
要に応じて、弁護士等外部の専門家を活⽤する。

③　当社グループの役員、執行役員及び使⽤⼈は、監査等委員である取締役又はその補助使⽤
⼈から業務執行に関する事項について報告及び関係資料の提出を求められたときは迅速適切
に対応する。
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④　内部監査室は監査等委員会との連携をとることを「内部監査規程」に定める。
ⅰ　内部監査室は監査計画立案にあたって監査等委員会と協議する。
ⅱ　監査結果について、取締役社長に報告するとともに、監査等委員会へ報告する。

⑽　財務報告の信頼性を確保するための体制
　金融商品取引法の定めにより、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制を整備
し、会計監査⼈との連携を図り、財務報告の信頼性と適正性を確保する。

⑾　反社会的勢力の排除に向けた体制
①　反社会的勢力や団体、個⼈への対応は、本社総務部に情報を収集し対応する。
②　反社会的勢力及び団体、個⼈とは、取引関係をはじめとする一切の関わりを排除したうえ
で、企業活動における社会的責任を果たしていくことを基本方針とする。

③　警察署や顧問弁護士等の外部専門機関と反社会的勢力や団体に関して連携を図る。

⑿　反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
①　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
　当社グループは「内部統制システム構築の基本方針」、「コンプライアンス行動規範」に
て反社会的勢力及び団体、個⼈とは取引関係をはじめとする一切の関わりを排除するととも
に、法律を守り、反社会的なことは決して行わないことを明確にする。

②　反社会的勢力排除に向けた整備状況
　当社グループは、「反社会的勢力排除規程」を制定し役員及び従業員等に周知徹底し、反
社会的勢力が接触を求めてきた場合の対応とその関係を遮断してその被害を未然防止する体
制の整備に努める。
ⅰ　当社グループは、総務部に反社会的勢力に対する統括責任者をおき、その対応並びにそ
の被害を未然防止するために必要な社員に対する教育を担当する。

ⅱ　当社グループは、警察等の外部専門機関と連携し、反社会的勢力に関する情報収集とそ
の管理を行うとともに、反社会的勢力が接触を求めてきた場合の対応マニュアルを整備
し、これを社内に周知する体制とする。また、反社会的勢力に属すると思われる者から接
触を受けた場合は、警察、暴力追放運動推進センター、顧問弁護士等の外部専門家の協力
を要請し、組織的な対応を行うものとする。
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Ⅱ．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
⑴　取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・内部統制委員会による定例会議を２回開催しました。主な議題は財務報告に係る内部統制の
評価状況の報告です。

・取締役会による定例会議を13回開催しました。
・内部統制委員会は、当社グループ各社の内部監査結果を代表取締役社長に報告しました。
・当社は警察との連携強化、反社会的勢力に関する情報収集を図るため、奈良県企業防衛対策
協議会に参加することとしております。

⑵　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・18回開催した取締役会の資料及び議事録はセキュリティが確保された場所で適切に保管し
ました。

・稟議規程、文書管理規程、内部情報管理規程に定めるところにより、文書または電磁的媒体
に記録し、適切に保存されていることを確認しました。

⑶　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社グループ各社に関連する様々なリスクの対応評価を、グループ社長会、取締役会及び経
営会議において実施しました。

⑷　当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・定時及び臨時をあわせて18回の取締役会を開催いたしました。

⑸　当該株式会社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・グループ社長会を12回開催し、業務報告及び意見交換を行い、進捗状況を取締役会に報告
しました。

⑹　監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項並びに当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性及び当該使
用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・該当事項はありません。
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⑺　取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
その他の監査等委員会への報告に関する体制
・監査等委員である取締役が、取締役会、経営会議、内部統制委員会等重要な会議に出席し職
務の遂行状況を確認しました。

⑻　監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関す
る事項
・該当事項はありません。

⑼　その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員である取締役は、取締役社長と定期的な会合を開催し、監査上の重要な事実につ
いて意見交換しました。
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連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

(2022年４月 1 日から
2023年３月31日まで)
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,847,821 1,353,184 30,699,978 △386,226 33,514,758
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △843,754 △843,754
親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 2,243,129 2,243,129

自 己 株 式 の 取 得 △166 △166
自 己 株 式 の 処 分 6,545 9,890 16,436
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） －

当 期 変 動 額 合 計 － 6,545 1,399,375 9,724 1,415,645
当 期 末 残 高 1,847,821 1,359,730 32,099,353 △376,502 34,930,403

（単位：千円）
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そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金
退 職 給 付 に 係 る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 1,023,437 △74,621 948,815 34,463,574
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － △843,754
親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 － 2,243,129

自 己 株 式 の 取 得 － △166
自 己 株 式 の 処 分 － 16,436
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 101,229 16,655 117,884 117,884

当 期 変 動 額 合 計 101,229 16,655 117,884 1,533,529
当 期 末 残 高 1,124,666 △57,966 1,066,700 35,997,103
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連 結 注 記 表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
連結子会社の数　　　　　　　２社

ヒラノ技研工業株式会社
株式会社ヒラノＫ＆Ｅ

２．持分法の適用に関する事項
持分法の適用はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算期の末日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項
⑴　重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券　償却原価法（定額法）
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
②　棚卸資産の評価基準及び評価方法

仕　掛　品 個別法による原価法
（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

原　材　料 総平均法による原価法
（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
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①　有形固定資産
（リース資産を除く）

定率法を採用しております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並
びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建　　物　８年～50年
機械装置　７年～18年

②　無形固定資産
（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間
（５年）に基づいております。

⑵　重要な減価償却資産の減価償却の方法

③　リース資産
　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用
する減価償却方法と同一の方法によっております。
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数として、残
存価額を零とする定額法を採用しております。

⑶　重要な引当金の計上基準
①　貸倒引当金

　売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念
債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金
　従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額基準に基づき計上しております。

③　製品保証引当金
　当連結会計年度売上高に対する翌連結会計年度以降の無償サービスに備えるため、過去の経験率
に基づき計上しております。

④　役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しており
ます。
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⑷　重要な収益及び費用の計上基準
　当社及び連結子会社が製造販売する産業用機器は、顧客との契約に基づいて製造及び販売を行ってお
ります。製品の製造に係る契約の多くは顧客仕様のため他に転用できず、履行義務の完了した部分につ
いて対価を収受する権利を有していることから、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、
履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。
　当該進捗度の見積りの方法は、主として期末日までに発生した原価を全ての履行義務を充足するまで
に予想される見積製造原価と比較することにより測定しております。
　ただし、見積製造原価を合理的に測定できない場合には、原価回収基準を適用しております。
　また、一部の量産部品及び現地における一部の消耗部品交換作業等につきましては、製品の出荷又は
製品の検収により履行義務を充足するため、一時点で収益を認識しております。

⑸　その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理の方法

a　退職給付見込額の期間帰属方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。

b　数理計算上の差異の費用処理方法
　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用
処理しております。

c　未認識数理計算上の差異の会計処理方法
　未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益
累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
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（会計方針の変更に関する注記）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時
価算定会計基準適用指針」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-
２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって
適用することといたしました。これによる連結計算書類に与える影響はありません。
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（会計上の見積りに関する注記）
（一定の期間にわたり履行義務が充足される契約に係る見積製造原価）
１．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　当社及び連結子会社は、当連結会計年度において、一定の期間にわたり移転される財として
41,462,137千円の収益を計上しております。

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当社及び連結子会社においては、一定の要件を満たす特定の機器の製造販売契約は、履行義務の充足に
係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたって収益を認識しております。
　当該進捗度の見積りの方法は、主として期末日までに発生した原価を全ての履行義務を充足するまでに
予想される見積製造原価と比較することにより測定しております。
　当社及び連結子会社が製造販売する産業用機器は主として受注生産であり、過去の同水準の機器の製造
施工実績を踏まえ、個々の案件に特有の状況を織り込んだ実行予算を基礎とするとともに、様々な状況変
化を適時適切に見積りに反映し、見積製造原価の継続的な見直しを行っております。
　ただし、顧客の要望する機器の操作性、性能等の条件を満たす事を目的とする仕様に基づき製造される
ため、製造の進行に伴う顧客・協力会社との協議により設計変更が生じ、それに伴い資材の型式数量、価
格の変動、作業工程の変更等が発生することによって、見積製造原価が変動する可能性があります。今
後、これらの状況変化によりその見積額が変動した場合には翌期以降の損益に影響を与える可能性があり
ます。
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有形固定資産の減価償却累計額 6,338,498千円

普通株式 15,394,379株

決 議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１ 株 当 た り
配当額（円） 基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 2 2 年 ６ 月 2 7 日
定 時 株 主 総 会 普通株式 421,758 28.00 2022年３月31日 2022年６月28日

2022年11月11日
取 締 役 会 普通株式 421,995 28.00 2022年９月30日 2022年12月２日

①　配当金の総額 421,994千円
②　１株当たり配当額 28円00銭
③　基準日 2023年３月31日
④　効力発生日 2023年６月28日

（連結貸借対照表に関する注記）

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

２．配当に関する事項
⑴　配当金支払額

⑵　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
　2023年６月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案し
ております。

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
計 上 額（＊） 時　価（＊） 差　額

⑴　有価証券及び投資有価証券

①　満期保有目的の債券 3,200,958 3,193,764 △7,194

②　その他有価証券 2,525,571 2,525,571 －

⑵　長期借入金（１年内返済予定のものを含む） （1,001,716） （1,004,724） 3,008

（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項

　当社及び連結子会社は、資金運用については短期的な預金や安全性の高い金融資産で運用し、銀行等金融機
関からの借入により資金を調達しております。
　受取手形及び売掛金、並びに電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を
図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を
行っております。
　借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であります。

２．金融商品の時価等に関する事項
　2023年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額203,671千円）は、「その
他有価証券」には含めておりません。また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金及び契約資
産、電子記録債権、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金、未払金、未払法人税等は短期間で決済
されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

（単位：千円）

（＊）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。
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区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券
　その他有価証券

株式 2,267,457 － － 2,267,457
その他 － 258,114 － 258,114

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券
　満期保有目的の債券 － 3,193,764 － 3,193,764
長期借入金（１年内返済予定のものを含む） － 1,004,724 － 1,004,724

３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル
に分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該
時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の
算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ

ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：千円）

②　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているためそ
の時価をレベル１の時価に分類しております。債券は市場価格又は取引金融機関から提示された価
格によっており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金
　これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基
に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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１株当たり純資産額 2,388円46銭
１株当たり当期純利益 148円87銭

（単位：千円）
報告セグメント

合計
塗工機関連機器 化工機関連機器 その他

売上高
一時点で移転される財 22,888 5,875 932,960 961,723
一定期間にわたり移転
される財 31,156,323 9,768,303 537,510 41,462,137
顧客との契約から生じ
る収益 31,179,211 9,774,178 1,470,470 42,423,860

（賃貸等不動産に関する注記）
重要性が乏しいため記載を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（収益認識に関する注記）
１．収益の分解情報

　当社及び連結子会社の事業は、塗工機関連機器、化工機関連機器、その他の産業用機器の３つの事業別報告
セグメントで構成されており、各セグメントにおける機器等の製造販売を主な事業内容とし、さらに各事業に
関連する事業活動を行っております。これらのセグメントは当社のマネジメント並びに経営資源の配分の決定
及び業績の評価に定期的に使用していることから、当該事業別報告セグメントで計上する収益を売上高として
表示しております。
　売上高は、当該事業別セグメントに加えて、契約履行義務の認識方法により、一時点で移転される財と一定
期間にわたり移転される財に分解しております。これらの分解した売上高と各セグメントの売上高との関連は
以下のとおりです。

当連結会計年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）
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２．収益を理解するための基礎となる情報
　当社及び連結子会社が製造販売する産業用機器は、主として受注生産であり、顧客と当社及び連結子会社が
契約時に定める引渡条件に基づき所有権が移転されます。
　一部の量産部品につきましては、顧客が製品を受け入れた時点で引き渡しとなる事から、当該製品を出荷し
た時点で収益を認識しております。また、現地における一部の消耗部品交換作業等につきましては、作業終了
後における顧客の検収をもって引き渡しとなる事から、検収時点で収益を認識しております。
　これら一時点で収益を認識する取引の対価につきましては、顧客や当該製品の性質により決定されますが、
概ね１年以内に受領しております。
　一定の要件を満たす特定の機器の製造販売契約と認識される財又はサービスは、進捗度を合理的に測定でき
る場合には、顧客との契約において、財又はサービスに対する支配が一定の期間にわたって移転する取引につ
いては一定の期間にわたり当該進捗度に基づいて収益を認識しております。進捗度を合理的に測定できない場
合には、原価回収基準を適用しております。当該進捗度の見積りの方法は、主として期末日までに発生した原
価を全ての履行義務を充足するまでに予想される見積製造原価と比較することにより測定しております。な
お、見積製造原価については、製造の進捗等に伴い発生原価に変更が生じる可能性があることから、その見積
り及び仮定を継続的に見直しております。
　一定の要件を満たす特定の製造販売契約の取引の対価は、履行義務の充足とは別に顧客との契約条件に基づ
き段階的又は一括で受領いたします。その回収期間は履行義務を全て充足したのち概ね１年以内であります。
　進捗度に基づいて収益を認識することにより計上した対価に対する権利として契約資産を認識しておりま
す。
　契約資産は、契約にかかる履行義務が完全に充足され、対価に対する権利が無条件となった時点で売掛金に
振り替えております。契約の履行義務が完全に充足されるまでに、顧客から受領する前受対価を契約負債とし
て認識しており、当該前受対価に係る契約については収益を認識するにつれて取り崩しております。連結計算
書類上、契約負債は「前受金」に計上しております。
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（単位：千円）
当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高）
受取手形及び売掛金 2,904,486

顧客との契約から生じた債権（期末残高）
受取手形及び売掛金 1,833,904

契約資産（期首残高） 17,918,142
契約資産（期末残高） 25,475,740
契約負債（期首残高） 3,302,697
契約負債（期末残高） 1,911,118

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等

　当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、2,282,062千円
であります。なお、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額に重要性
はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
　当連結会計年度末における残存履行義務に配分された取引価格の合計金額は、79,906,008千円でありま
す。当社及び連結子会社は、この収益を主として履行義務の充足に応じて認識し、当該収益を計上すると見込
んだ期間は2023年度から2025年度であります。

（その他の注記）
該当事項はありません。

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 19 －



株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

(2022年４月 1 日から
2023年３月31日まで)

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 そ の 他
資 本 剰 余 金

資 本 剰 余 金
合 計 利益準備金 そ の 他

利 益 剰 余 金
利 益 剰 余 金
合 計

当 期 首 残 高 1,847,821 1,339,654 13,461 1,353,116 253,551 21,097,577 21,351,128
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － △843,754 △843,754
固定資産圧縮積立金の取崩 － －
当 期 純 利 益 － 2,182,386 2,182,386
自 己 株 式 の 取 得 － －
自 己 株 式 の 処 分 6,545 6,545 －
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） － －

当 期 変 動 額 合 計 － － 6,545 6,545 － 1,338,632 1,338,632
当 期 末 残 高 1,847,821 1,339,654 20,007 1,359,662 253,551 22,436,209 22,689,760

（単位：千円）
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株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計
自 己 株 式 株 主 資 本

合 計
その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △386,226 24,165,840 1,036,547 1,036,547 25,202,388
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △843,754 － △843,754
固定資産圧縮積立金の取崩 － － －
当 期 純 利 益 2,182,386 － 2,182,386
自 己 株 式 の 取 得 △166 △166 － △166
自 己 株 式 の 処 分 9,890 16,436 － 16,436
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） － 113,297 113,297 113,297

当 期 変 動 額 合 計 9,724 1,354,902 113,297 113,297 1,468,199
当 期 末 残 高 △376,502 25,520,742 1,149,845 1,149,845 26,670,587
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固 定 資 産
圧 縮 積 立 金 別 途 積 立 金 繰越利益剰余金 そ の 他 利 益

剰 余 金 合 計
当 期 首 残 高 69,314 3,330,000 17,698,262 21,097,577
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △843,754 △843,754
固定資産圧縮積立金の取崩 △2,939 2,939 －
当 期 純 利 益 2,182,386 2,182,386
自 己 株 式 の 取 得 －
自 己 株 式 の 処 分 －
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） －

当 期 変 動 額 合 計 △2,939 － 1,341,572 1,338,632
当 期 末 残 高 66,375 3,330,000 19,039,834 22,436,209

（注）その他利益剰余金の内訳
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個 別 注 記 表

⑴　有形固定資産
（リース資産を除く）

定率法を採用しております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建　　　　物　８年～50年
機械及び装置　７年～18年

⑵　無形固定資産
（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）
に基づいております。

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．資産の評価基準及び評価方法

⑴　有価証券の評価基準及び評価方法
①　満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
②　子会社株式 移動平均法による原価法
③　その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
⑵　棚卸資産の評価基準及び評価方法

①　仕　掛　品 個別法による原価法
（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

②　原　材　料 総平均法による原価法
（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法

⑶　リース資産
　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する
減価償却方法と同一の方法によっております。
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数として、残存価
額を零とする定額法を採用しております。

－ 23 －



３．引当金の計上基準
⑴　貸倒引当金

　売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権
等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。

⑵　賞与引当金
　従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額基準に基づき計上しております。

⑶　製品保証引当金
　当事業年度売上高に対する翌事業年度以降の無償サービスに備えるため、過去の経験率に基づき計上
しております。

⑷　退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき
計上しております。
①　退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、給付算定式基準によっております。

②　数理計算上の差異の費用処理方法
　数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理してお
ります。

４．収益及び費用の計上基準
　当社が製造販売する産業用機器は、顧客との契約に基づいて製造及び販売を行っております。製品の製造
に係る契約の多くは顧客仕様のため他に転用できず、履行義務の完了した部分について対価を収受する権利
を有していることから、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度
に基づき収益を認識しております。
　当該進捗度の見積りの方法は、主として期末日までに発生した原価を全ての履行義務を充足するまでに予
想される見積製造原価と比較することにより測定しております。
　ただし、見積製造原価を合理的に測定できない場合には、原価回収基準を適用しております。
　また、一部の量産部品及び現地における一部の消耗部品交換作業等につきましては、製品の出荷又は製品
の検収により履行義務を充足するため、一時点で収益を認識しております。

５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
　該当事項はありません。
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（会計方針の変更に関する注記）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用
　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時
価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項
に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用
することといたしました。これによる計算書類に与える影響はありません。

（会計上の見積りに関する注記）
（一定の期間にわたり履行義務が充足される契約に係る見積製造原価）
1．当事業年度の計算書類に計上した金額

　当社は、当事業年度において、一定の期間にわたり移転される財として40,439,765千円の収益を計上し
ております。

2．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　連結計算書類「連結注記表（会計上の見積りに関する注記）」に記載の内容と同一であります。
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１．有形固定資産の減価償却累計額 5,543,479千円

短期金銭債権 12,690千円
短期金銭債務 1,244,662千円

長期金銭債務 64,430千円

関係会社との取引高
営業取引による取引高

売上高 4,774千円
仕入高 2,008,071千円

営業取引以外の取引による取引高 88,584千円

普通株式 323,149株

（貸借対照表に関する注記）

２．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

３．取締役に対する金銭債務

（損益計算書に関する注記）

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数
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繰延税金資産
賞与引当金 59,810千円
退職給付引当金 117,120千円
長期未払金 19,277千円
減損損失 12,737千円
資産除去債務 4,922千円
売上計上認容額 538,002千円
棚卸資産評価損 213,765千円
その他 122,728千円

繰延税金資産小計 1,088,365千円
評価性引当額 △90,201千円
繰延税金資産合計 998,164千円
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △487,973千円
売上原価計上認容額 △412,023千円
資産除去債務に係る除去費用 △1,428千円
固定資産圧縮積立金 △28,338千円
前払年金費用 △42,016千円

繰延税金負債合計 △971,779千円
繰延税金資産（負債）の純額 26,384千円

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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種 類 会 社 等
の 名 称 住 所

資 本 金
又 は
出 資 金
（千円）

事 業 の 内 容
又 は 職 業

議決権等
の 所 有
（ 被 所
有）割合

関 係 内 容
取 引 の
内 容 取引金額 科 目 期末残高役 員 の

兼 任 等
事 業 上
の 関 係

子会社 ヒ ラ ノ
技研工業㈱

奈 良 県
橿 原 市 50,000

塗 工 機 関 連 機
器・化工機関連
機器製造・販売

所有

直接
100％

兼任
１人

当 社 へ の
製 品 及 び
部品の供給

製品・部
品の仕入

（注）
1,688,521

買 掛 金 990,559

電子記録債務 148,453

子会社 ㈱ヒラノ
Ｋ ＆ Ｅ

奈 良 県
北葛󠄁城郡
河 合 町

30,000

化工機関連機
器・染色整理
機械・部品製
造・販売及び
修 理 改 造 等

所有

直接
100％

兼任
２人

当 社 へ の
製 品 及 び
部品の供給

製品・部
品の仕入

（注）
339,549

買 掛 金 56,341

電子記録債務 48,914

１株当たり純資産額 1,769円64銭
１株当たり当期純利益 144円84銭

（関連当事者との取引に関する注記）
子会社及び関連会社等

（単位：千円）

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）製品・部品の購入については、一般的取引条件と同様に決定しております。

（１株当たり情報に関する注記）

（重要な後発事象に関する注記）
　該当事項はありません。

（収益認識に関する注記）
　連結計算書類「連結注記表　（収益認識に関する注記）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略し
ております。

（その他の注記）
　該当事項はありません。

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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